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全国大学高専教職員組合（全大教）のパンフレットから転載 

 

 

Q1: 非公務員型の大学法人と言われ

ていますが、教職員の身分はどのよう

になりますか？ 

Q2: 採用や大学間の異動はどうなり

ますか？ 

Q3: 私たちの労働時間や賃金、休暇

等はこれまでとどのように変わるの

ですか？ 

Q4: 「就業規則」と「労働協約」の

内容の違いは何でしょうか？ 

Q5: 労使協定とはどんなものです

か。 

Q6: 教職員組合はどうなるのです

か？また、法人化後の役割はどうなり

ますか？ 

Q7： これまで教職員組合に加入す

る必要なないと思っていましたが・・。 

 

 

 

学長の選考方法はどうなるの？ （つくば連絡会の解説と意見） 

いま参議院で審議中の国立大学法人法案が１０月１日

に施行されると、これに準じた方法によって、法人筑波大

学の最初の学長を選考しなければなりません。 

「法案」では、 

①経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者 

②教育研究評議会の代表者 

の双方同数の委員で構成される「学長選考会議」（委員の

総数の３分の１を超えない範囲内で学長及び理事を加え

ることができる）が、学長の任期などを定め、学長候補者

の選考を行うことになっています。     
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＜解説＞ ５月１９日に行われた本学の「学長選考方法等検討委員会」の資料 2-1 には、 

（http://www.tsukuba.ac.jp:8000/dStaff/senkou/senkou030519/senkou030519.html） 

 前記①に準ずる委員として前述の運営諮問会議委員１０人、②に準ずる委員として現評議員（学長

及び副学長を除く。）の互選により選出された者１０人、および学長又は副学長３人の計２３人で組織

される「選考会議」が、最初の学長を選考する案が示されています。 

なお、筑波大学では、NTT データ社長、常陽銀行相談役、茗渓会理事長、国立学校財務センター所

長、物材研理事長、毎日新聞社相談役、国立情報学研究所長、日本私立学校振興・共済事業団理事長、

茨城県知事、前日本女子大学長の要職にある１０人の方々が運営諮問会議委員です。 

 この案では、４人以上の学長候補者について、「学内の意向調査を行う」となっています。法人化後

の学長は、今までよりも権限と責任が大きくなります。選考方法について、全学で透明・自由闊達な

検討を期待します。本会にも下記のような意見が寄せられています。 

 

＜意見の例＞ 

（教員）いままで行われていた学長選挙を行わない

案である。すなわち、「投票の結果については、学内

外を問わず公開しない」（意向調査）案である。法人

化は、大学の自主性、自律性を保障するものでなけ

ればならない。法人化後においても、学内規則を制

定し、大学自治の精神を拡大して学長選挙を堅持す

る必要があると考える。 

（職員）規則（案）を読みました。学長選挙に関し

ては蚊帳の外ですが、民主主義の原則（選挙なら多

数決）が、規則（案）のどこにも表現されていませ

ん。表現できないことが、大学法人化の本質なので

はないでしょうか。同僚にこの話しをしたら、「大学

はどうなってしまうのだろうね、暗いね。」という返

事が返ってきました。 

（附属学校教員）「国立大学法人法（案）」にその規

定がないから、学長選挙が行えない、というのはま

さに「早とちり」です。大学の自治と学問の自由に

依拠するものですから、法人化後は、学長選考は，

むしろ一層の透明化が必要なはずです。 

（教員）一見すると「選挙」が行われるかのように

「意向調査」なるものが掲げられています。内容は、

人を小ばかにした「騙し」です。「意向調査」は、人

気投票にもなりません。人気投票であればその結果

は、誰が最も好かれているかなどと公表されます。 

 

  
  

 

 私たちは、意向調査については、その結果を公開することを原則として、 

意向調査 A：講師、助教授、教授 

意向調査 B：上記以外の職員（附属学校教員、病院職員などを当然含む） 

意向調査 C：学生のクラス代表および大学院学生の代表 

を対象に、それぞれについて調査を行うことが適切であると考えます。 
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（表１は次号に掲載、Q5-Q7 は次号で） 

 

 


